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Synopsis 

 
 
Key Words: Bridge inspection, Training course 
 
* Head, Bridge and Structures Division, Road Structures Department, NILIM 
** Senior Researcher, Bridge and Structures Division, Road Structures Department, NILIM 

This textbook was prepared for “Basic Bridge Inspection Training Course” which has been held by MLIT’s 
Regional Bureaus since FY2014. The training course is based on No. 829 of Technical Note of NILIM and is 
provided to learn the minimum knowledge and techniques for legally-binding road bridge inspections. This 
textbook shows the course curriculum, syllabuses, lecture materials, and examination protocols, that has been 
established based on the experience in the implementation of the training course and is intended to a supplement 
of No. 829 of Technical Note of NILIM. 

刊行にあたって

 

道路の老朽化や大規模な災害発生の可能性も踏まえた道路の適正な管理を図るため、平

成 25 年 6 月には道路法が改正され、道路管理者は、予防保全の観点も踏まえて道路の点検

を行う義務があることが明確化されました。道路法施行規則第 4 条の 5 の 2 に定期点検に

関する技術基準が制定され（現在は 4 条の 5 の 6）、平成 26 年 6 月には、法令の趣旨を満足

した定期点検が適切に行われるように技術的助言（定期点検要領）が同年 6 月に全国の道

路管理者に通知され、法定点検が開始されました。 

適切かつ合理的な定期点検が行われるためには、知識と技能を有する者が実施すること

が必要です。平成 31 年 2 月の技術的助言の見直しでは、国土交通省の各地方整備局等が道

路管理者を対象にこれまで実施してきている研修のテキストや試験問題などが含む内容は、

定期点検を行う者に少なくとも必要な知識と技能の例であることが示されています。 

ここでいう研修とは、国土交通省の各地方整備局及び北海道開発局、並びに、内閣府沖

縄総合事務所（以下地方整備局等という）が、平成 26 年の法定点検開始とともに開始した

もの（道路構造物管理実務者研修）です。地方整備局等の職員並びに都道府県や市町村の

職員が、状態の把握から健全性の診断に至るまでの定期点検を行い、適切な所見や記録を

残すために最低限必要な知識と技能を習得できるように、研修のカリキュラム、テキスト、

研修資料及び試験が作成されています。国土技術政策総合研究所は、研修のカリキュラム

等の作成・監修及び研修講師への指導を行うとともに、地方整備局等が実施する達成度確

認試験の実施を支援しており、定期点検を行うために少なくとも必要な知識がまとめられ

た研修のテキストは平成 27 年 3 月に国総研資料第 829 号として発刊しています。 

知識と技能の修得は、適当な講師によるテキストの内容と関連する技術知識の講義、現

地での近接目視と所見の作成という実技を通じた技能の習得など、研修カリキュラム全体

の履修によってはじめて実現するものです。そこで今般、すでに発刊しているテキストに

加えて、これまでの講義、試験等の実施実績に基づき修正を重ね、現在用いられている講

義資料や試験実施要領等を国総研資料してまとめることにしました。テキスト及び本資料

の内容や趣旨が正しく理解され、適切な活用が図られることで、定期点検の一層の質の向

上が図られることを期待するものです。 

おわりに、これまで地方整備局等で研修の実施にあたり、教材や試験の改善に協力をい

ただいた関係各位に深甚の謝意を表します。 

 

令和 4 年 10 月 

国土技術政策総合研究所 所長 奥村 康博 

 

 

  



まえがき

 

平成 26 年 3 月に道路法施行令第 35 条の 2 第 2 項の規定に基づき、道路の維持・修繕に

関する具体的な基準等を定める、「道路法施行規則の一部を改正する省令」及び「トンネル

等の健全性の診断結果の分類に関する告示」が公布され、道路法施行規則 4 条の 5 の 6 の

規定が平成 26年 7月から施行されている。この道路法施行規則の改正及び、国土交通大臣

告示と併せて、平成 26 年 6 月には、道路管理者にて法令の適切かつ効果的な運用が図られ

るように技術的助言（道路橋定期点検要領 国土交通省道路局）が各道路管理者に通知さ

れた。2 巡目の法定点検に入るにあたり、平成 31 年 2 月には、それまでの定期点検の実績

や実施にあたっての課題を踏まえ、技術的助言の充実が図られた。 
平成 31 年の技術的助言の付録 1 の 1. に示されるように、定期点検は、定期点検を行う

者が、近接目視を基本とした状態の把握（点検）から道路橋ごとでの健全性を診断するま

での一連を言う。また、健全性の診断とは、次回定期点検までの措置の必要性についての

所見を示し、所見の内容を法令に規定するとおり分類するものである。適切かつ合理的な

定期点検が行われるためには、知識と技能を有する者による実施が求められるが、付録 1
の 2.では、定期点検を行う者に少なくとも必要な知識と技能の例として、 

 技術的助言の本編や参考資料の内容 
 国土交通省の各地方整備局等が道路管理者を対象としてこれまで実施している研修の

テキストや試験問題が含む内容 
が参考にできることが示されている。このうち、テキストについては、「道路構造物管理実

務者研修（橋梁初級Ⅰ）道路橋の定期点検に関するテキスト（国総研資料第 829 号）」とし

てすでに発刊されている。 
テキストにも記載しているとおり、省令が求める知識と技能の取得は、適当な講師によ

るテキストの内容の講義と関連する技術情報の把握、現地での近接目視や診断の実習など、

研修カリキュラム全体の履修によってはじめて実現するものである。そこで、国土交通省

の各地方整備局等では、定期点検を行うために最低限必要な知識と技能を効率的かつ体系

的に身につけられるように、研修の実施要領、達成度試験の実施要領や試験で求める技能

の内容（試験のポイント）、研修のシラバスや講義資料を作成し、研修の実績に基づき都度

改善を重ねてきている。たとえば、座学だけでは必要な技能を身につけることはできず、

国土交通省の各地方整備局等が道路管理者を対象としてこれまで実施している研修では、

現地で橋の状態を把握する実習を行ったり、論理的に第三者に診断結果を説明できるよう

な所見の書き方や損傷観察記録の残し方についても講義や実技試験が行われている。また、

座学についても、テキストの内容に加えて、国総研資料第 748 号の損傷事例並びに技術的

助言の改定内容及びその運用の留意点も履修内容として含まれている。 
本国総研資料は、研修の実施要領、シラバス、講義資料などをこの時点でまとめること

で、技術的助言が言うところの研修テキストや試験が含む内容についての理解の助けとな
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改善を重ねてきている。たとえば、座学だけでは必要な技能を身につけることはできず、

国土交通省の各地方整備局等が道路管理者を対象としてこれまで実施している研修では、

現地で橋の状態を把握する実習を行ったり、論理的に第三者に診断結果を説明できるよう
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本国総研資料は、研修の実施要領、シラバス、講義資料などをこの時点でまとめること

で、技術的助言が言うところの研修テキストや試験が含む内容についての理解の助けとな

ることを目的とした。加えて、研修生諸氏が知識と技能の取得のために、また、すでに研

修を修了した諸氏については現地での研鑽を積むにあたって復習のために、国総研資料第

829 号や 748 号と併せて活用できるものとすることも目的とした。 
なお、講義資料については、作成に関わる時間上の制約等から、十分に触れられていな

い事項や内容が不十分な部分もあると思われる。また、より分かりやすい構成について工

夫が必要な点もあることは著者らも十分に認識しているところである。今後も研修の実績

により都度改善を図るとともに、法定点検３巡目に向けては、道路橋の損傷に関する新た

な知見や定期点検結果の分析の進展、道路橋に関連する技術基準の改定や策定、状態の把

握に関連する技術の進歩なども踏まえ、テキストとともに抜本的な改定作業が必要であろ

うと考えている。 
この資料に含まれる内容は、研修を運営、実施する国土交通省の各地方整備局及び北海

道開発局並びに内閣府沖縄総合事務局の関係諸氏の意見によるところも大きい。また、改

善作業や研修の実施支援に従事した橋梁研究室の各位の努力も多とするところである。各

位の努力に深く感謝の意を表する。 
 

令和 4年 10 月 

著者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



本テキスト使用上の留意事項

 
１． 実際の知識と技能の習得には、単に、国総研資料第 829 号や本国総研資料を通読する

だけでなく、適当な講師による講義と関連の技術情報の把握、現地での模擬点検実習

など一定の研修カリキュラムの履修などそれぞれの管理者による道路法施行規則の解

釈としての要求の充足が不可欠です。 
 
２． 本国総研資料の内容は、現時点での内容をまとめたものであり、今後、道路橋に関す

る様々な技術開発や知見の蓄積を踏まえて、見直しが図られなければなりません。 
 

３． 実際の定期点検を実施するにあたり本国総研資料の内容に疑義が生じた場合には、

個々に、法令及び技術的助言の趣旨に沿って、知識と技能を有する者による適切な判

断が求められます。個別の質問等には回答しません。 




